
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

条　
　

例

○
熊
本
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）　

一

○
熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

一

○
熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（　
　

〃　
　

）　

二

○
熊
本
県
職
員
等
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○
熊
本
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
私
学
文
書
課
）　

三

○
熊
本
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○
熊
本
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
財　

政　

課
）　

五

○
熊
本
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）
一
三

　

熊
本
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
四
号

　
　
　

熊
本
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
部
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
熊
本
県
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号　

中
「
広
報
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
企
画
開
発
部
」
を
「
企
画
振
興
部
」
に
改

（六）

め
、
同
号　

中
「
企
画
、
調
査
及
び
調
整
」
を
「
企
画
及
び
調
査
」
に
改
め
、
同
号　

中
「
地
域
開
発
」

（一）

（二）

を
「
地
域
振
興
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
熊
本
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

熊
本
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
中
「
企
画
開
発
部
」
を
「
企
画
振
興
部
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

３　

熊
本
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

第
五
条
中
「
企
画
開
発
部
」
を
「
企
画
振
興
部
」
に
改
め
る
。

　

熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
五
号

　
　
　

熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
熊
本
県
条
例
第
五
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
第
二
十
七
号
を
削
り
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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目　
　

次 

条　
　
　
　

例

十
九　

栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
号

　

に
お
い
て
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ　

施
行
令
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

　
　

第
五
条
第
一
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
に
対
す
る
申
請
の

　
　

受
付
に
関
す
る
事
務

　

ロ　

施
行
令
第
六
条
第
五
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

　
　

知
事
に
対
す
る
免
許
証
の
返
納
の
受
付
に
関
す
る
事
務

熊
本
市



　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
六
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
熊
本
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

　

第
三
条
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
失
っ
た
」
を
「
失
い
、
又
は
第
五
条
第
二
号
に

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休
業
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
」
に
改
め
、
「
係
る
子
」
の

下
に
「
若
し
く
は
同
号
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
子
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

育
児
休
業
の
請
求
の
際
、
育
児
休
業
計
画
書
に
よ
り
、
両
親
が
養
育
期
間
を
分
け
て
育
児
休
業
等

　
　

に
よ
り
子
を
養
育
す
る
計
画
に
つ
い
て
任
命
権
者
に
申
し
出
た
職
員
が
、
当
該
請
求
に
係
る
育
児
休

　
　

業
を
し
、
当
該
育
児
休
業
の
終
了
後
、
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
　

が
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を
常
態
と
し
て
養
育
し
た
こ
と
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し

　
　

た
こ
と
に
よ
り
当
該
子
に
つ
い
て
既
に
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

　

第
五
条
中
「
育
児
休
業
に
係
る
子
を
職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
常
態
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
由
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

一　

育
児
休
業
に
係
る
子
を
職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
常
態
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

　
　

と
な
っ
た
と
き
。

　

二　

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
以
外
の
子
に
係
る
育
児
休
業
を

　
　

承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

　

第
九
条
中
「
満
一
年
」
を
「
一
年
六
月
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、

　

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四

　

十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
前
に
改
正
法
の
規
定
に
よ
る

　

改
正
前
の
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
の
あ
る
職
員
（
改
正
法

　

の
施
行
の
際
現
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後

　

の
熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
特
別
の
事
情
に
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条

　

第
二
項
に
規
定
す
る
直
近
の
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
、
又
は
養
子
縁
組
等
に
よ
り
職
員
と
別
居

　

す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３　

前
項
の
規
定
は
、既
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

　

（
熊
本
県
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４　

熊
本
県
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
条
例
第

　

四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
一
歳
」
を
「
三
歳
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

５　

熊
本
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
熊
本
県
条
例
第
四
十

　

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
七
条
第
二
項
中
「
一
歳
」
を
「
三
歳
」
に
改
め
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
七
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
熊
本
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
職
員
（
」
を
「
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
」

に
、
「
当
該
子
の
同
居
の
親
族
」
を
「
も
の
」
に
、
「
も
の
の
な
い
職
員
に
限
る
」
を
「
者
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
職
員
（
」
を
「
職
員
（
職
員
の
配
偶
者

で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
」
に
、
「
当
該
子
の
同
居
の
親
族
」
を
「
も
の
」
に
、
「
も
の
の
な
い

職
員
に
限
る
」
を
「
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
」
に
、
「
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
三
百
六
十
時
間
（
職
員
が
、
勤
務
制
限

を
必
要
と
す
る
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
た
め
、
一
年
に
満
た
な
い
期
間
（
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
請
求
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
請
求
に
係
る
期
間
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
時
間
）
」
を
「
一
月
に
つ
い
て
二
十
四
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
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三
項
中
「
前
二
項
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
「
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
」
」
を

「
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親

で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か

ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子

を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
要
介
護
者
を
介
護
」
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
三
月
」
を
「
六
月
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第

　

八
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、

　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
請
求
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
請
求
に
よ
る
時
間
外
勤
務
の

　

制
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

新
条
例
第
十
五
条
の
規
定
は
、
改
正
前
の
熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
以

　

下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
施
行
日
に

　

お
い
て
当
該
承
認
に
係
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か

　

ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
て
い
る
も
の
（
当
該
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る

　

日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
条
例
第
十

　

五
条
第
二
項
中
「
連
続
す
る
六
月
の
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
当
該

　

状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

４　

旧
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
承
認
に
係
る

　

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過

　

し
て
い
な
い
職
員
の
介
護
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
十
五
条
第
二
項
中
「
連
続
す
る
六
月

　

の
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
状
態
に
つ
い
て
の
介
護
休
暇
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過

　

す
る
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
八
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
職
員
等
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
九
号

　
　
　

熊
本
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
条
例
（
以
下
「
既
存
条
例
」
と

　

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
条
例
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
条
例
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
条
例
（
以
下
「
改
正
後
条
例
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
条
例
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
条
例
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
条
例
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
条
例
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
条
例
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び
様
式
に
つ
い

　

て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
条
例
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

平成14年 3月25日　月曜 熊 本 県 公 報 号外　第  8  号3



２　

前
項
の
表
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
及
び
八
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を

　

引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
十
号

　
　
　

熊
本
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
五
章　

雑
則
（
第
三
十
四
条－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
章　

罰
則
（
第
三
十
九
条
）

第
三
十
八
条
）

　
　
　
　
　
　

」

　

第
七
条
第
二
号
ハ
中
「
公
務
員
（
」
を
「
公
務
員
等
（
」
に
、
「
及
び
地
方
公
務
員
法
」
を
「（
独
立

行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の

役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
役
員
及
び
職
員
並
び
に
地
方
公
務
員
法
」
に
、
「
当
該
公
務
員
」
を
「
当
該
公
務
員
等
」

に
、
「
定
め
る
公
務
員
」
を
「
定
め
る
公
務
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
、
第
五
号
並
び
に
第
六
号
本

文
及
び
同
号
ロ
中
「
国
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
等
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
又
は
国
」
を
「
、
国
」

に
改
め
、
「
経
営
す
る
企
業
」
の
下
に
「
又
は
独
立
行
政
法
人
等
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
国
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
等
」
を
加
え
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「（
公
安
委
員
会
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「（
公
安
委
員
会
及
び
警
察
本
部
長
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　

第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　

第
六
章　

罰
則

　

（
罰
則
）
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一　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

四　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

五　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

六　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

七　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
及
び
次

　

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

ニ　

数
字
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で

　
　

当
該
数
字
が
百
万
以
上
の
数
を
示
す
場
合
の
当
該
万
又

　
　

は
億

八　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十　

左
記

十
一　

上
欄

十
二　

下
欄

十
三　

よ
う
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、

　

「
よ
」
、
「
ヤ
」
、
「
ユ
」
又
は
「
ヨ
」

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に

よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。
）

次上
記

下
記

左
欄

右
欄

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
、
「
ょ
」
、

「
ャ
」
、
「
ュ
」
又
は
「
ョ
」

十
四　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

　

目
次
中
「
第
五
章　

雑
則
（
第
三
十
四
条－

第
三
十
八
条
）
」
を

に
改
め
る
。



第
三
十
九
条　

第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又

　

は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　

附
則
第
一
項
中
「
、
第
二
十
二
条
第
二
項
」
及
び
「
、
第
十
九
条
第
一
項
中
公
安
委
員
会
に
関
す
る
部

分
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に

　

次
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
本
文
の
政

　

令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

　

よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
情
報
公
開
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
及

　

び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
（
新
条
例
第
六
条
第
一
項

　

に
規
定
す
る
開
示
請
求
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ

　

れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

熊
本
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
十
二
号

　
　
　

熊
本
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
訂
正
」
を
「
書
換

え
交
付
」
に
、
「
栄
養
士
免
許
証
訂
正
手
数
料
」
を
「
栄
養
士
免
許
証
書
換
え
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、

同
項
第
四
十
六
号
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
十
五
号
中
「
第
八

条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
十
六
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
三
百
三
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
百
三
十　

削
除

　

第
二
条
第
一
項
第
三
百
三
十
一
号
中
「
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令
第
二

条
第
三
項
（
同
令
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
小
型
船
舶
の
登
録
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
百
三
十
二
号
か
ら
第
三
百
三
十
七
号
ま
で
の
規
定
中

「
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令
」
を
「
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に

関
す
る
政
令
」
に
改
め
、
第
三
百
三
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
百
三
号
中
「
第
八
十
九
条
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。
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六
十
六
の
二　

温
泉
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

　

温
泉
成
分
分
析
を
行
う
者
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

温
泉
成
分
分
析
機
関
登
録
手
数
料五

万
円

三
百
三
十
八　

小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政

　

令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
一
条
第

　

一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン

　

未
満
の
漁
船
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
船
の
測
度

小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料

　

イ　

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上

　
　
　
　

全
部
の
容
積
の
測
度
又
は
上

（1）

　
　
　

甲
板
下
全
部
の
容
積
の
測
度
を

　
　
　

行
う
場
合

　
　
　
　

一
隻
に
つ
き　

三
万
七
千
円

　
　
　
　

そ
の
他
の
容
積
の
測
度
を
行

（2）

　
　
　

う
場
合

　
　
　
　

一
隻
に
つ
き　

二
万
六
千
円

　

ロ　

総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上
五
ト
ン

　
　

未
満
（
実
測
を
伴
う
場
合
）

　
　
　
　

全
部
の
容
積
の
測
度
又
は
上

（1）

　
　
　

甲
板
下
全
部
の
容
積
の
測
度
を

　
　
　

行
う
場
合

　
　
　
　

一
隻
に
つ
き　

一
万
八
千
円

　
　
　
　

そ
の
他
の
容
積
の
測
度
を
行

（2）

　
　
　

う
場
合

　
　
　
　

一
隻
に
つ
き　

一
万
三
千
円

　

ハ　

総
ト
ン
数
三
ト
ン
未
満
（
実
測

　
　

を
伴
う
場
合
）　

　

　
　
　
　

一
隻
に
つ
き　

一
万
三
千
円

四
百
三
の
二　

道
路
交
通
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

　

基
づ
く
検
査

自
動
車
運
転
技
能
検
査
手
数
料　

　

イ　

大
型
自
動
車
免
許
に
係
る
検
査

　
　

の
場
合

　
　
　
　

二
千
五
百
五
十
円
。
た
だ
し
、

　
　
　

熊
本
県
公
安
委
員
会
が
提
供
す



　

第
二
条
第
一
項
第
四
百
四
号
イ
中
「
同
法
」
を
「
道
路
交
通
法
」
に
改
め
、
同
項
第
四
百
七
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
百
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
百
十
号
イ
中
「
同
法
」
を
「
道
路
交
通
法
」
に
、
「
行
わ
れ
る
試
験
を
そ
の
試
験

を
行
う
者
」
を
「
行
う
試
験
を
熊
本
県
公
安
委
員
会
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
同
法
」
を
「
道
路
交
通
法
」

に
、
「
行
わ
れ
る
試
験
を
そ
の
試
験
を
行
う
者
」
を
「
行
う
試
験
を
熊
本
県
公
安
委
員
会
」
に
、
「
二
千

九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
百
十
一
号
中
「
又
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
」
を

「
、
第
百
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
一
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
百
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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る
自
動
車
を
使
用
し
て
受
け
る

　
　
　

場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
千
六
百

　
　
　

五
十
円

　

ロ　

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
検
査

　
　

の
場
合

　
　
　
　

四
千
三
百
円
。
た
だ
し
、
熊

　
　
　

本
県
公
安
委
員
会
が
提
供
す
る

　
　
　

自
動
車
を
使
用
し
て
受
け
る
場

　
　
　

合
に
あ
っ
て
は
、
五
千
三
百
円

四
百
七　

道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
イ

　

の
規
定
に
基
づ
く
審
査

技
能
検
定
員
審
査
手
数
料

　

イ　

特
定
第
一
種
運
転
免
許
（
普
通

　
　

自
動
車
免
許
、
小
型
特
殊
自
動
車

　
　

免
許
及
び
原
動
機
付
自
転
車
免
許

　
　

以
外
の
第
一
種
運
転
免
許
を
い
う
。

　
　

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
道
路
交
通

　
　

法
第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一

　
　

号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
（
以
下

　
　

「
技
能
検
定
員
審
査
」
と
い
う
。
）

　
　
　
　
　
　

一
万
四
千
七
百
五
十
円

　

ロ　

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能

　
　

検
定
員
審
査　
　
　

二
万
五
百
円

　

ハ　

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

　
　

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る

　
　

技
能
検
定
員
審
査
で
、
こ
れ
ら
の

　
　

免
許
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免

　
　

許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証

　
　

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す

　
　

る
も
の
（
以
下
「
大
型
自
動
車
第

　
　

二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員

　
　

審
査
」
と
い
う
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　

二
万
二
千
五
十
円

四
百
九　

道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ

　

の
規
定
に
基
づ
く
審
査

教
習
指
導
員
審
査
手
数
料

　

イ　

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る

　
　

道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
の
三
第

　
　

四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審

　
　

査
（
以
下
「
教
習
指
導
員
審
査
」

　
　

と
い
う
。
）　

九
千
八
百
五
十
円

　

ロ　

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習

　
　

指
導
員
審
査

　
　
　
　
　
　
　

一
万
二
千
百
五
十
円

　

ハ　

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は

　
　

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る

　
　

教
習
指
導
員
審
査
で
、
こ
れ
ら
の

　
　

免
許
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免

　
　

許
に
係
る
教
習
指
導
員
資
格
者
証

　
　

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す

　
　

る
も
の
（
以
下
「
大
型
自
動
車
第

　
　

二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員

　
　

審
査
」
と
い
う
。
）

　
　
　
　
　
　

一
万
二
千
五
百
五
十
円

四
百
十
一
の
二　

道
路
交
通
法
第
百
一
条
の
二
の
二
第
一
項 

　

の
規
定
に
基
づ
く
免
許
証
の
更
新
の
申
請
の
経
由

四
百
十
一
の
三　

道
路
交
通
法
第
百
四
条
の
四
第
六
項
の
規

　

定
に
基
づ
く
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付

運
転
免
許
証
更
新
経
由
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
百
円

運
転
経
歴
証
明
書
交
付
手
数
料　

千
円

四
百
十
四
の
二　

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規

　

定
に
基
づ
く
講
習
の
実
施

特
定
任
意
講
習
手
数
料　

　

イ　

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三

　
　

十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第

　
　

三
十
七
条
の
六
に
係
る
講
習
の
場



　　

第
二
条
第
一
項
第
四
百
十
五
号
中
「
限
定
解
除
審
査
（
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
審
査
を
い

う
。
）
を
そ
の
限
定
解
除
審
査
を
行
う
者
」
を
「
熊
本
県
公
安
委
員
会
」
に
、
「
二
千
七
百
五
十
円
」
を

「
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
百
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四
百
十
六　

削
除

　

第
二
条
第
一
項
第
五
百
二
十
号
中
「
又
は
附
則
第
四
項
」
を
削
り
、
同
項
第
五
百
二
十
一
号
中
「（
同

法
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
五
百
二
十
二
号
中
「（
同
法

附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
附
則
第
五
項
」
を
削
り
、
同
項
第
五
百
二
十
三

号
中
「（
同
法
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
五
百
二
十
五
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

五
百
二
十
五　

削
除

　

第
二
条
第
一
項
第
五
百
二
十
六
号
及
び
第
五
百
二
十
七
号
中「（
同
法
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
五
百
三
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
五
百
三
十
六
号
中
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
百
三

十
七
号
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
百
三
十
八
号
中
「
同
項
第
五
号
」

を
「
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
百
三
十
九
号
中
「
建
築
物
環
境
衛
生
一
般
管
理
業
者
」
を
「
建

築
物
環
境
衛
生
総
合
管
理
業
者
」
に
、
「
同
項
第
六
号
」
を
「
同
項
第
八
号
」
に
、
「
建
築
物
環
境
衛
生

一
般
管
理
業
者
登
録
手
数
料
」
を
「
建
築
物
環
境
衛
生
総
合
管
理
業
者
登
録
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第

六
百
二
十
一
号
中
「
許
可
」
を
「
許
可
申
請
」
に
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
手
数
料
」
を
「
介

護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
六
百
二
十
二
号
中
「
許
可
」
を
「
許
可
申

請
」
に
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
変
更
許
可
手
数
料
」
を
「
介
護
老
人
保
健
施
設
変
更
許
可
申
請
手
数
料
」

に
改
め
、
同
項
第
六
百
二
十
三
号
の
六
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。
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合　
　
　
　
　
　
　
　

千
八
百
円

　

ロ　

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
七

　
　

条
の
六
の
二
第
一
号
に
係
る
講
習

　
　

の
場
合

　
　
　

六
千
百
五
十
円
。
た
だ
し
、
加

　
　

齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
身
体
の
機
能

　
　

の
低
下
が
自
動
車
等
の
運
転
に
影

　
　

響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
認
め
る

　
　

者
に
対
し
て
行
う
講
習
で
、
熊
本

　
　

県
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も

　
　

の
に
あ
っ
て
は
、
千
四
百
円

　

ハ　

加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
身
体
の

　
　

機
能
の
低
下
が
自
動
車
等
の
運
転

　
　

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め

　
　

ら
れ
る
か
ど
う
か
の
確
認
及
び
そ

　
　

の
結
果
に
基
づ
く
指
導
を
行
う
講

　
　

習
の
場
合　
　

二
千
七
百
五
十
円

五
百
三
十
四
の
二　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保

　

に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

　

建
築
物
空
気
調
和
用
ダ
ク
ト
清
掃
業
者
（
同
項
第
三
号
に

　

掲
げ
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
を
い
う
。
）
の
登
録

五
百
三
十
四
の
三　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保

建
築
物
空
気
調
和
用
ダ
ク
ト
清
掃
業
者

登
録
手
数
料　
　
　
　
　

三
万
五
千
円

建
築
物
排
水
管
清
掃
業
者
登
録
手
数
料

　

に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

　

建
築
物
排
水
管
清
掃
業
者
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業

　

を
営
ん
で
い
る
者
を
い
う
。
）
の
登
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
万
五
千
円

六
百
二
十
三
の
七　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

　

び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の

　

規
定
に
基
づ
く
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
の
登
録
の
申

　

請
に
対
す
る
審
査

六
百
二
十
三
の
八　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

　

び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の

　

規
定
に
基
づ
く
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
の
登
録
の
更

　

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

六
百
二
十
三
の
九　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

　

び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の

　

規
定
に
基
づ
く
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
申

　

請
に
対
す
る
審
査

六
百
二
十
三
の
十　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

　

び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
の

　

規
定
に
基
づ
く
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
更

　

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

六
百
二
十
三
の
十
一　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収

　

及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条

　

の
規
定
に
基
づ
く
登
録
手
続
の
特
例
に
よ
る
第
二
種
フ
ロ

　

ン
類
回
収
業
者
の
登
録

六
百
二
十
三
の
十
二　

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正

　

化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
登
録
申
請

手
数
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
円

第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
登
録
更
新

申
請
手
数
料　
　
　
　
　
　
　

三
千
円

第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
申
請

手
数
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
円

第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
更
新

申
請
手
数
料　
　
　
　
　
　
　

五
千
円

登
録
手
続
の
特
例
に
よ
る
第
二
種
フ
ロ

ン
類
回
収
業
者
の
登
録
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
円

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
審
査
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
万
六
千
円



　

第
二
条
第
一
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

　

別
表
第
十
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十
八
（
第
二
条
第
一
項
四
百
三
号
関
係
）
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四
条
の
規
定
に
基
づ
く
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
の
申

　

請
に
対
す
る
審
査

六
百
二
十
三
の
十
三　

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正

　

化
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

　

証
の
再
交
付

六
百
二
十
三
の
十
四　

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正

　

化
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

　

証
の
書
換
え

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
証
再
交
付
手

数
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
九
百
円

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
証
書
換
え
手

数
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
千
百
円

六
百
五
十
九　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三

　

十
五
号
）
別
表
第
三
第
一
の
項
第
三
欄
に
規
定
す
る
不
動

　

産
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
書
の
交
付

六
百
六
十　

登
録
免
許
税
法
別
表
第
三
第
十
二
の
項
第
三
欄

　

に
規
定
す
る
不
動
産
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
書
の
交
付

六
百
六
十
一　

登
録
免
許
税
法
別
表
第
三
第
十
の
項
第
三
欄

　

に
規
定
す
る
不
動
産
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
書
の
交
付

六
百
六
十
二　

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚

　

生
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
保
育

　

士
資
格
及
び
一
部
科
目
合
格
に
関
す
る
証
明
書
の
再
交
付

六
百
六
十
三　

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三

　

十
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
三
十
八
条
に

　

規
定
す
る
教
育
職
員
免
許
状
に
係
る
授
与
証
明

教
育
用
資
産
証
明
書
交
付
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
円

宗
教
用
資
産
証
明
書
交
付
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
円

社
会
福
祉
事
業
用
等
資
産
証
明
書
交
付

手
数
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
円

保
育
士
試
験
関
係
証
明
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
円

教
育
職
員
免
許
状
授
与
証
明
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
百
円

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分

特
定
第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
（
大

型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免

許
を
除
く
。
）
に
係
る
試
験

道
路
交
通
法
（
以
下
こ

の
表
、
別
表
第
十
九
、

別
表
第
三
十
及
び
別
表

第
三
十
一
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第

九
十
七
条
の
二
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

金　
　
　

額

　
　

二
千
五
十
円

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
試
験

小
型
特
殊
自
動
車
免
許
又
は
原
動
機
付
自
転
車
免
許

に
係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二

号
に
該
当
し
て
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る

場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合

三
千
三
百
円
（
法

第
九
十
七
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て

行
う
試
験
を
熊
本

県
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
受
け

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、四
千
四
百
円
）

　
　
　

二
千
百
円

　
　

二
千
五
十
円

二
千
四
百
円
（
法

第
九
十
七
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て

行
う
試
験
を
熊
本

県
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
受
け

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、三
千
四
百
円
）

　
　

二
千
五
十
円



　

別
表
第
十
九
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

を「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

を「
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大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種

免
許
に
係
る
試
験

仮
運
転
免
許
に
係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
第
四
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

法
第
九
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
場
合

　

千
六
百
五
十
円

　
　
　

二
千
百
円

四
千
四
百
五
十
円

（
法
第
九
十
七
条

第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
行
う
試
験
を

熊
本
県
公
安
委
員

会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て

受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
六
千

六
百
五
十
円
）

　
　

二
千
五
十
円

　
　
　

千
七
百
円

三
千
三
百
円
（
法

第
九
十
七
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て

行
う
試
験
を
熊
本

県
公
安
委
員
会
が

提
供
す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
受
け

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
四
千
四
百
円
）

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
き

　
　
　

千
三
百
五
十
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
き

　
　
　

千
三
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き

　
　
　
　

三
千
四
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習

千
七
百
円
（
当
該
講
習

が
道
路
交
通
法
施
行
規

則
第
三
十
八
条
第
十
一

項
第
一
号
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
七
百
円
）

講
習
一
時
間
に
つ
き

　
　
　
　
　

二
千
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
講
習

法
第
九
十
二

条
の
二
第
一

項
の
表
備
考

一
の
２
に
規

定
す
る
優
良

運
転
者
に
対

す
る
講
習

法
第
九
十
二

条
の
二
第
一

項
の
表
備
考

　
　
　
　
　
　

七
百
円

　
　
　
　
　

千
五
十
円



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
及
び
別
表
三
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
（
第
二
条
第
五
項
関
係
）
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法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習

一
の
３
に
規

定
す
る
一
般

運
転
者
に
対

す
る
講
習

法
第
九
十
二

条
の
二
第
一

項
の
表
備
考

一
の
４
に
規

定
す
る
違
反

運
転
者
等
に

対
す
る
講
習

小
型
特
殊
自

動
車
免
許
以

外
の
第
一
種

運
転
免
許
又

は
第
二
種
運

転
免
許
を
受

け
て
い
る
者

に
対
す
る
講

習小
型
特
殊
自

動
車
免
許
の

み
を
受
け
て

い
る
者
に
対

す
る
講
習

千
七
百
円
（
国
家
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る

道
路
交
通
法
施
行
令
第

三
十
三
条
の
七
第
二
項

の
基
準
に
該
当
し
な
い

者
に
対
す
る
講
習
に
あ

っ
て
は
、
千
五
十
円
）

講
習
一
時
間
に
つ
き　

　
　
　
　

二
千
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
き　

　
　
　
　
　

千
五
百
円

二　

自
動
車
の
運

　

転
技
能
に
関
す

　

る
観
察
及
び
採

　

点
の
技
能

三　

法
第
百
八
条

　

の
二
十
八
第
四

　

項
に
規
定
す
る

　

教
則
の
内
容
と

　

な
っ
て
い
る
事

　

項
四　

自
動
車
教
習

　

所
に
関
す
る
法

　

令
に
つ
い
て
の

　

知
識

五　

技
能
検
定
の

　

実
施
に
関
す
る

　

知
識

六　

自
動
車
の
運

　

転
技
能
の
評
価

　

方
法
に
関
す
る

　

知
識

七　

道
路
運
送
法

　

第
二
条
第
三
項

　

に
規
定
す
る
旅

　

客
自
動
車
運
送

　

事
業
及
び
自
動

　

車
運
転
代
行
業

　

の
業
務
の
適
正

　

化
に
関
す
る
法

　

律
第
二
条
第
一

　

項
に
規
定
す
る

　

自
動
車
運
転
代

　

行
業
に
関
す
る

　

法
令
に
つ
い
て

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員

審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員

審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員

審
査

二
千
四
百
五
十
円

六
千
七
百
五
十
円

八
千
二
百
五
十
円

二
千
二
百
円

千
九
百
円

二
千
二
百
円

千
九
百
円

二
千
百
円

千
九
百
五
十
円

二
千
五
十
円

二
千
円

三
千
三
百
円

二
千
八
百
五
十
円

審　

査　

細　

目

一　

技
能
検
定
員

　

と
し
て
必
要
な

　

自
動
車
の
運
転

　

技
能

区　
　
　
　
　
　
　

分

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員

審
査

技
能
検
定
員
審
査
手
数
料

の
額
か
ら
減
ず
る
額　
　

千
四
百
五
十
円

三
千
九
百
五
十
円

四
千
七
百
五
十
円



　

備
考

　
　

一　

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

　
　
　

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
の
項
及
び
二

　
　
　

の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
四
百
七
号
の
技
能
検
定
員
審

　
　
　

査
手
数
料
の
額
か
ら
更
に
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
千
百
五

　
　
　

十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
九
百
五
十
円
を
、
大
型
自
動

　
　
　

車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
委
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
千
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す

　
　
　

る
。

　
　

二　

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
三
の
項
及
び
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

　
　
　

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
の
項
及
び
四

　
　
　

の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
四
百
七
号
の
技
能
検
定
員
審

　
　
　

査
手
数
料
の
額
か
ら
更
に
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
三
百
五

　
　
　

十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す

　
　
　

る
。

別
表
第
三
十
一
（
第
二
条
第
六
項
関
係
）

　

備
考

　
　

一　

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

　
　
　

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
の
項
及
び
二

　
　
　

の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
四
百
九
号
の
教
習
指
導
員
審

　
　
　

査
手
数
料
の
額
か
ら
更
に
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
千
二
百

　
　
　

円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
九
百
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二

　
　
　

種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
千
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
　

二　

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
四
の
項
及
び
五
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

　
　
　

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
の
項
及
び
五
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の
知
識

　

項
そ
の
他
自
動

　

車
の
運
転
に
関

　

す
る
知
識

五　

自
動
車
教
習

　

所
に
関
す
る
法

　

令
に
つ
い
て
の

　

知
識

六　

教
習
指
導
員

　

と
し
て
必
要
な

　

教
育
に
つ
い
て

　

の
知
識

七　

道
路
運
送
法

　

第
二
条
第
三
項

　

に
規
定
す
る
旅

　

客
自
動
車
運
送

　

事
業
及
び
自
動

　

車
運
転
代
行
業

　

の
業
務
の
適
正

　

化
に
関
す
る
法

　

律
第
二
条
第
一

　

項
に
規
定
す
る

　

自
動
車
運
転
代

　

行
業
に
関
す
る

　

法
令
に
つ
い
て

　

の
知
識

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員

審
査

千
三
百
円

千
二
百
五
十
円

千
二
百
円

千
二
百
円

二
千
八
百
五
十
円

審　

査　

細　

目

一　

教
習
指
導
員

　

と
し
て
必
要
な

　

自
動
車
の
運
転

　

技
能

二　

技
能
教
習
に

　

必
要
な
教
習
の

　

技
能

三　

学
科
教
習
に

　

必
要
な
教
習
の

　

技
能

四　

法
第
百
八
条

　

の
二
十
八
第
四

　

項
に
規
定
す
る

　

教
則
の
内
容
と

　

な
っ
て
い
る
事

区　
　
　
　
　
　
　

分

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員

審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員

審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

教
習
指
導
員
審
査
手
数
料

の
額
か
ら
減
ず
る
額　
　

千
四
百
五
十
円

四
千
百
円

四
千
九
百
円

千
三
百
五
十
円

千
三
百
五
十
円

二
千
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
三
百
円

千
二
百
五
十
円



　
　
　

の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
四
百
九
号
の
教
習
指
導
員
審

　
　
　

査
手
数
料
の
額
か
ら
更
に
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
五
十
円

　
　
　

を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
四
百
七
号
及

　

び
第
四
百
九
号
並
び
に
第
二
条
第
五
項
の
別
表
及
び
同
条
第
六
項
の
別
表
の
規
定
は
平
成
十
四
年
五
月

　

一
日
か
ら
、
第
二
条
第
一
項
第
四
百
三
号
、
第
四
百
三
号
の
二
、
第
四
百
十
号
か
ら
第
四
百
十
一
号
の

　

三
ま
で
、
第
四
百
十
三
号
、
第
四
百
十
四
号
の
二
、
第
四
百
十
五
号
、
第
四
百
十
六
号
、
第
六
百
二
十

　

三
号
の
十
二
、
第
六
百
二
十
三
号
の
十
三
及
び
第
六
百
二
十
三
号
の
十
四
の
規
定
は
平
成
十
四
年
六
月

　

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
の

　

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
講
習
に
係
る
講
習
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

　

の
熊
本
県
手
数
料
条
例
別
表
第
十
九
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

　

律
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
に

　

よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

　

に
基
づ
く
建
築
物
環
境
衛
生
一
般
管
理
業
者
の
登
録
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

　

よ
る
。

　

（
熊
本
県
収
入
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
）

４　

熊
本
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　

す
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
四
十
四
号
中
「
栄
養
士
免
許
証
訂
正
手
数
料
」
を
「
栄
養
士
免
許
証
書
換

　

え
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
六
十
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
三
百
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
三
百
六
十
六
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
三
百
七
十
四
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
三
百
七
十
七
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
三
百
七
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
四
百
七
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
四
百
八
十
二
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
四
百
八
十
七
号
中
「
一
般
管
理
業
者
」
を
「
総
合
管
理
業
者
」
に
改
め
、

　

同
項
第
五
百
六
十
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
五
百
六
十
四
号
の
六
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

別
表
第
一
手
数
料
の
項
第
五
百
七
十
五
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

（
熊
本
県
収
入
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

５　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
の
規

　

定
に
よ
り
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛

　

生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
環
境
衛
生
一
般
管

　

理
業
者
の
登
録
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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六
三
の
二　

温
泉
成
分
分
析
機
関
登
録
手
数
料

三
○
三　

削
除

三
六
六
の
二　

自
動
車
運
転
技
能
検
査
手
数
料

三
七
四
の
二　

運
転
免
許
証
更
新
経
由
手
数
料

三
七
四
の
三　

運
転
経
歴
証
明
書
交
付
手
数
料

三
七
七
の
二　

特
定
任
意
講
習
手
数
料

三
七
九　

削
除

四
七
五　

削
除

四
八
二
の
二　

建
築
物
空
気
調
和
用
ダ
ク
ト
清
掃
業
者
登
録
手
数
料

四
八
二
の
三　

建
築
物
排
水
管
清
掃
業
者
登
録
手
数
料

五
六
三
の
二　

介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
申
請
手
数
料

五
六
三
の
三　

介
護
老
人
保
健
施
設
変
更
許
可
申
請
手
数
料

五
六
四
の
七　

第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
登
録
申
請
手
数
料

五
六
四
の
八　

第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

五
六
四
の
九　

第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
申
請
手
数
料

五
六
四
の
一
○　

第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

五
六
四
の
一
一　

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
審
査
手
数
料

五
六
四
の
一
二　

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
証
再
交
付
手
数
料

五
六
四
の
一
三　

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
証
書
換
え
手
数
料

五
七
六　

教
育
用
資
産
証
明
書
交
付
手
数
料

五
七
七　

宗
教
用
資
産
証
明
書
交
付
手
数
料

五
七
八　

社
会
福
祉
事
業
用
等
資
産
証
明
書
交
付
手
数
料

五
七
九　

保
育
士
試
験
関
係
証
明
手
数
料

五
八
○　

教
育
職
員
免
許
状
授
与
証
明
手
数
料



　

熊
本
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

熊
本
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。
）
」
を
「
小
学

校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
」
に
、
「
学
生
、
生
徒
」
を
「
学
生
、
生
徒
、
児
童
」
に
、

「
学
生
及
び
生
徒
」
を
「
学
生
、
生
徒
及
び
児
童
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
主
催
す
る
競
技
会
」
の

下
に
「
そ
の
他
青
少
年
の
競
技
力
向
上
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
競
技
会
で
規
則
に
定
め
る
も
の
」
を
加

え
、
「
当
該
競
技
会
の
競
技
そ
の
他
当
該
競
技
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
利
用
す
る
場
合
」
を
「
当
該
競
技

会
の
競
技
と
し
て
利
用
す
る
場
合
（
当
該
競
技
会
の
練
習
日
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
に
お
い
て
利
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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